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改      正       現      行 備    考 

Ⅰ 総 則 

２ 定 義 

 

アーク（Arc）～一次レーダーターゲット(Primary radar target) （略） 
移動開始時刻(Estimated off-block time。以下「EOBT」という。) 

飛行計画で通報を受けた航空機の移動開始時刻をいう。 
インターセクション(Intersection) ～出発制御時刻(Expected departure clearance time。以下

「EDCT」という。)（略） 

出発制御時刻有効時間帯(EDCT valid window。以下「EDCT有効時間帯」という。) 

交通流制御の精度向上のためEDCTの前後に設定される時間帯をいう。 

場周経路(Traffic pattern) ～TCAアドバイザリー業務(TCA Radar advisory service) （略） 

 

 

Ⅱ 航空交通管理方式基準 

(Ⅲ)航空交通流管理 

３ 管制承認及び管制指示 

【適用】 

(１)ａ （省略） 

ｂ 管制機関は、ATM センターによる管制指示を発出する場合であって、航空交通流管理の

ための指示であることを航空機に明示する必要があるときは、次の用語を使用するものとす

る。 

★交通流制御のため〔管制指示の内容〕に従って下さい。 

～ DUE TO FLOW CONTROL. 
ｃ （略） 

 

 

４ 交通流制御 

【出発制御(EDCT 発出)】 

 

 

 

 

(４)ａ ATM センターは、EDCT を発出する場合は、対象機の EOBT の 25 分前までに、関係

する管制区管制所及び 運航者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、EOBT
の25 分前以降に通知することができるものとする。 

注 運航者に対する EDCT の通知は、システムによる通知が利用可能な運航者に限る。 

Ⅰ 総 則 

２ 定 義 

 

アーク（Arc）～一次レーダーターゲット(Primary radar target) （略） 

（新規） 

 

インターセクション(Intersection) ～出発制御時刻(Expected departure clearance time。以下

「EDCT」という。) （略） 

（新規） 

 

場周経路(Traffic pattern)～TCAアドバイザリー業務(TCA Radar advisory service) （略） 

 

 

Ⅱ 航空交通管理方式基準 

(Ⅲ)航空交通流管理 

３ 管制承認及び管制指示 

【適 用】 

(１)ａ （省略）  

ｂ 管制機関は、ATM センターによる管制指示を発出するに当たっては、航空交通流管理のた

めの指示であることを航空機に明示するものとする。 

 

★交通流制御のため〔管制指示の内容〕に従って下さい。 

～ DUE TO FLOW CONTROL. 
ｃ （略） 

 

 

４ 交通流制御 

【出発制御(EDCT 発出)】 
 

 

 

 

(４)ａ ATM センターは、EDCT を発出する場合は、対象機の EOBT の25分前までに、関係する

管制区管制所等及び運航者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、EOBT の

25分前以降に通知することができるものとする。 

注 運航者に対する EDCT の通知は、システムによる通知が利用可能な運航者に限る。 

 

 

 

 

 

 
EOBT を定義に記載する。 

 

 
 
EDCT 有効時間帯について定

義する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空交通流管理のための指示

であることは、必要に応じ航

空機に明示すればよいという

規定に修正する。 

 

 

 

 

 

出発制御の「発出」「変更」「失

効」「取消」に関して、それぞ

れに規定を整理する。それに

伴いタイトルを変更し項番を

整理する。 

 

・表現修正 

・「発出」「変更」「失効」「取

消」それぞれにおける EDCT
の連絡について、ATM センタ
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改      正       現      行 備    考 

 

ｂ ａの規定により EDCT を通知された管制区管制所は、関係するターミナル管制機関（着陸

誘導管制所を除く。）に当該 EDCT を伝達するものとする。 

 

 

 

ｃ 管制機関は、ａ及びｂの規定により通知又は伝達された EDCT を航空機に対し指定するも

のとする。ただし、管制間隔設定のために EDCT と異なる時刻をⅢ管制方式基準(Ⅱ)４(２)

に規定する出発制限解除時刻(RELEASE TIME)として航空機に指定する必要がある場合

は、ATM センターと調整するものとする。 

★EDCTは〔時刻〕です。 

EDCT 
         or                        (AT) 〔time〕. 

EXPECTED DEPARTURE CLEARANCE TIME 
 

（削る） 

 

ｄ ATM センターは、EDCT 有効時間帯を適用する空港及び適用する EDCT 有効時間帯を別

途定めるものとする。 

ｅ 管制機関は、EDCT 有効時間帯を適用する空港から出発する航空機に EDCT が指定され

た場合、当該航空機に EDCT 有効時間帯が指定されたものとして取り扱うものとする。 

 

 

【出発制御(EDCT 変更)】 

（５）ａ  ATM センターは、既に通知した EDCT を変更する場合は、関係する管制区管制所及

び運航者に変更後の EDCT を通知するものとする。 

 

ｂ ａの規定により EDCT を通知された管制区管制所は、関係するターミナル管制機関（着

陸誘導管制所を除く）に当該 EDCT を伝達するものとする。 

 

 

 

ｃ 管制機関は、ａ及びｂの規定により通知又は伝達された EDCT を航空機に対し指定する

ものとする。 

★EDCTを〔時刻〕に変更します。 

EDCT 
REVISED   or                      (AT) 〔time〕. 

EXPECTED DEPARTURE CLEARANCE TIME 
 

 

【 EDCT が指定されている航空機に係る措置】 

（６）ａ 管制機関は、EDCT 有効時間帯が指定されていない航空機を、EDCT 以降、可能な限り

速やかに出発させるものとする。 

 

（新規） 

 

 

 

 

ｂ 管制区管制所等は、ａの規定により EDCT を指示された航空機に対しⅢ管制方式基準(Ⅱ)

４(２)に規定する出発制限解除時刻(RELEASE TIME)として EDCT を指定するものとする。

ただし、管制間隔設定のために EDCT と異なる時刻を指定する必要がある場合は、ATM セン

ターと調整するものとする。 

★交通流制御のため、出発制限を〔時刻〕に解除します。 

RELEASED AT〔time〕DUE TO FLOW CONTROL. 
 

 

 

ｃ 飛行場管制所は、ｂの規定により出発制限解除時刻が指定された航空機を、当該時刻以降、

可能な限り速やかに出発させるものとする。 

（新規） 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

ｄ ATM センターは、既に通知した EDCT を変更する場合は、関係する管制区管制所等及び運

航者に変更後の EDCT を通知するものとする。 

 

ｅ 管制区管制所等は、ｄの規定により EDCT の変更を通知された場合は、変更された EDCT
に基づいてｂの規定と同様に出発制限解除時刻を指定するものとする。 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

ーから管制区管制所には「通

知」、管制区管制所からターミ

ナル管制機関には「伝達」、航

空機に対しては「指定」と整

理し、用語例も併せて規定す

る。 

EDCT 有効時間帯（－X 分）

での離陸を可能とするため、

EDCT と管制間隔設定のため

の出発制限解除時刻は別と整

理とする。 

 

 

 

 

 

 

EDCT 有効時間帯の適用に関

して、ATM センターが実施す

ることと、管制機関が実施す

ることを明確に規定する。 

 

 

 

ATM センターから「通知」す

るのは管制区管制所であるこ

とから修正。 

EDCT と管制間隔設定のため

の出発制限解除時刻は別と整

理するとともに、管制区管制

所からターミナル管制機関に

は「伝達」することを規定。 

航空機に対しては EDCT を

「指定」することを規定。 

 

 

 

 

 

 

EDCT が指定されている航空

機に係る措置を EDCT 有効時

間帯の有無によって規定す
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改      正       現      行 備    考 

ｂ 管制機関は、EDCT 有効時間帯が指定されている航空機を、EDCT 有効時間帯のうち、

可能な限り EDCT に近い時刻に出発させるものとする。 

ｃ ターミナル管制機関（着陸誘導管制所を除く。）は、航空機を EDCT 有効時間帯に出発

させることができないと予測した場合、当該航空機の取扱いについて ATM センターと調

整するものとする。この場合、ATM センターが別途指定する管制機関を除き管制区管制

所を経由するものとする。 

ｄ ATM センターは、ｃの規定に基づく調整を受けた場合、EDCT を変更するものとする。 

ｅ 管制機関は EDCT と出発制限解除時刻が同一の航空機に重複して指定された場合は、

各々の制限による出発可能な時刻のいずれか遅い時刻以降に出発させるものとする。 

 

 

 【出発制御(EDCT 失効)】 

（７）ａ ATM センターは、既に通知した EDCT を失効させる場合は、関係する管制区管制所及

び運航者に通知するものとする。 

 

ｂ ａの規定により通知された管制区管制所は、関係するターミナル管制機関（着陸誘導管

制所を除く。）へその旨を伝達するものとする。 

★EDCT が失効しました。 

EDCT 
       or                     VOID. 

EXPECTED DEPARTURE CLEARANCE TIME 
 

 

ｃ 管制機関は、a 及び b の規定により EDCT の失効を通知又は伝達された場合は、再度

EDCT が通知されるまで、当該機の出発を待機させるものとする。 

 

【出発制御 （EDCT 取消し）】 

（８）ａ ATM センターは、既に EDCT を通知した航空機を制御の対象から除外する必要がある

と判断した場合は、関係する管制区管制所及び運航者に通知するものとする。 

 

ｂ aの規定により通知された管制区管制所は、関係するターミナル管制機関（着陸誘導管制

所を除く。）へその旨を伝達するものとする。 

 

ｃ 管制機関は、a及びbの規定により制御対象外となった旨を通知又は伝達された場合は、

EDCT による出発制御の対象外として取扱うものとする。 

★ EDCTを取消します。 

EDCT  
       or                      CANCELLED. 

EXPECTED DEPARTURE CLEARANCE TIME 
（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

ｆ ATM センターは、既に通知した EDCT を失効させる場合は、関係する管制区管制所等及び

運航者に通知するものとする。 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ 管制区管制所等は、ｆの規定により EDCT の失効を通知された場合は、再度 EDCT が通知

されるまで、当該機の出発を待機させるものとする。 

 

（新規） 

ｈ ATM センターは、交通流制御の終了時等、既に EDCT を通知した航空機を制御の対象から

除外する必要があると判断した場合は、関係する管制区管制所等及び運航者に通知するものと

する。 

（新規） 

 

 

ｉ 管制区管制所等は、ｈの規定により制御対象外となった旨を通知された場合は、EDCT に

よる出発制限が解除されたものとして取り扱うものとする。 

 

 

 

 

ｊ 上記ａ、ｄ、ｆ及びｈの規定による EDCT に関する通知のうちターミナル管制所への通知

は、進入管制区内に限定して飛行する航空機に係るものに限る。ただし、この通知は、原則と

して管制区管制所を経由するものとし、当該通知を受け取った管制区管制所は該当するターミ

ナル管制所へその内容を電話により伝達するものとする。 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDCT の失効について規定 

ATM センターから「通知」す

るのは管制区管制所であるこ

とから修正。 

管制区管制所が行う「伝達」

について規定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDCT の取消について規定。 

ATM センターから「通知」す

るのは管制区管制所であるこ

とから修正。 

管制区管制所が行う「伝達」

について規定。 

EDCT と管制間隔設定のため

の出発制限解除時刻は別と整

理するため修正。 
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改      正       現      行 備    考 

 

【FDPSによるEDCTの通知及び伝達】 

（９）ａ （４）ａ、（５）a、（７）a及び（８）aの規定による EDCT の管制区管制所への通知は、

飛行情報管理システム管制情報処理部(Flight data processing section。以下「FDPS」と

いう。) によることができるものとし、FDPS によることができない場合は電話によるも

のとする。 

ｂ ターミナル管制機関（着陸誘導管制所を除く。）は FDPS による EDCT 情報は参考情報

として取り扱うものとし、これをもとに航空機に対し EDCT を指定しないものとする。た

だし、管制区管制所とターミナル管制機関（着陸誘導管制所を除く。）との間において、

FDPS による EDCT 情報の取り扱いについて調整要領又は協定書に規定されている場合

は、当該情報をもとに航空機に対し EDCT を指定することができるものとする。 

 

【出発制御(出発間隔指定)】 

（10）a ATM センターは、特定の飛行場からの出発間隔の指定を行う場合は、次に掲げる事項を

関係する管制区管制所及び別途指定するターミナル管制機関に通知するものとする。 

(a) 出発間隔を指定する飛行場 

(b) 出発間隔を指定する対象航空機の飛行する経路又は空域 

(c) 対象出発機間の最低間隔 

b 管制区管制所等は、離陸時において対象機間に指定された最低間隔を確保するものとす

る。 

c 管制区管制所等は、出発間隔と EDCT 又は出発間隔と出発制限解除時刻が同一の航空機

に重複して指定された場合は、原則として、各々の制限による出発可能な時刻のいずれか

遅い時刻に出発させるものとする。 

 

（以下、省略） 

 

 

（新規） 

ｋ 管制区管制所に対する EDCT の通知方法は飛行情報管理システム管制情報処理部(Flight 
data processing section。以下「FDPS」という。）によることができるものとし、FDPS に

よることができない場合は電話によるものとする。 

 

注 ターミナル管制所に対して FDPS により通知される EDCT 情報は参考情報として取り

扱い、これをもとに航空機に対して出発制限解除時刻を指定しないこと。 

 
 
 
 
【出発制御(出発間隔指定)】 

(５)ａ ATM センターは、特定の飛行場からの出発間隔の指定を行う場合は、次に掲げる事項を関

係する管制区管制所等に通知するものとする。 

(a) 出発間隔を指定する飛行場 

(b) 出発間隔を指定する対象航空機の飛行する経路又は空域 

(c) 対象出発機間の最低間隔 

ｂ 管制区管制所等は、離陸時において対象機間に指定された最低間隔を確保するものとする。 

 

ｃ 管制区管制所等は、出発間隔と EDCT による出発制限解除時刻が同一の航空機に重複して

指定された場合は、原則として、各々の制限による出発可能な時刻のいずれか遅い時刻に出発

させるものとする。 

 

（以下、省略） 

 

FDPS による EDCT 情報に係

る取り扱いについて規定す

る。 

 

 

ACC－ターミナル間で文書に

より規定している場合は、

FDPS の EDCT 情報をもとに

航空機に指定できることを規

定する。 

 

 

出発間隔の指定を行う場合

は、「航空交通管理管制業務に

ついて（制定国空制第10号）」

で指定するターミナル管制所

に通知することを明記。 

 

 

 

 

 

 

 


